
旅行企画・実施：お茶の京都DMO（一般社団法人京都山城地域振興社）
企画協力 ：宇治観光ボランティアガイドクラブ 京阪電気鉄道(株)

黄檗山萬福寺 仏徳山興聖寺

萬福寺では和尚による境内の案内、疫病退散の写経体験の後、無病息
災祈願のプレミアム普茶弁当を召し上がっていただきます。その後、
京阪電車で移動していただき、宇治観光ボランティアガイドによる興
聖寺や宇治川右岸地域の文化財についてのご案内と興聖寺では坐禅体
験も行います。

特別普茶弁当
と写経+坐禅！

行 程（主な見どころはチラシ裏面参照）【全行程 約３.５ｋｍ】

黄檗山萬福寺三門前 集合出発（10:00)→和尚による萬福寺境内説明→写経体験→(12:00)黄龍閣
(プレミアム普茶弁当の昼食) →京阪電車黄檗駅---(電車で移動)---京阪電車宇治駅→※ここから
ガイドクラブの説明を受けながら移動→興聖寺(拝観と坐禅体験)→宇治神社→→宇治上神社→
→→→京阪電車宇治駅前解散(16:30頃) 凡例 →徒歩 ---電車

※ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

宇治の禅寺巡りと坐禅発祥の地で坐禅体験

イメージ

イメージ

京阪電車黄檗駅下車
徒歩約5分

コロナゼロ 無病息災
癒しと瞑想体験



●見どころ
・黄檗山 萬福寺

黄檗山萬福寺は1661年に中国僧「隠元隆琦禅師」によって開創されました。禅師は中国明朝時
代の臨済宗を代表する僧で、中国福建省福州府福清県にある黄檗山萬福寺のご住職をされてい
ました。その当時、日本からの度重なる招請に応じ、63歳の時に弟子20名を伴って1654年に来
朝されました。宇治の地でお寺を開くにあたり、隠元和尚は寺名を福建省の故山と同じ「黄檗
山萬福寺」と名付けました。萬福寺の歴代住職は、殆どが中国から渡来した僧侶です。朝夕の
お勤めをはじめ儀式作法や法式・梵唄（太鼓や銅鑼など様々な鳴り物を使い読まれる、黄檗宗
独特の節のあるお経）にはその伝統が受け継がれており、今日の中国寺院で執り行われている
仏教儀礼と共通する部分が数多く見られます。

・仏徳山 興聖寺
興聖寺は仏徳山と号する曹洞宗のお寺で道元禅師を開祖とし、1233年に伏見深草に建てられた
のですが途中で廃絶し、1649年当時の淀城主、永井尚政によって宇治七名園の一つの朝日茶園
であった現在の場所に再興されました。全国に14000以上ある曹洞宗における最古の寺院です。
そのため、坐禅発祥の地としても知られています。

・興聖寺の座禅体験
坐禅というと一般的には座敷で行うことが多いですが、興聖寺の坐禅は僧堂で行います。
一般の方でも、実際に修行僧が寝起きしている「内単」と呼ばれる場所で坐禅を組むことが出
来るため、より深く禅の教えを感じられます。座禅の経験が無い方でも丁寧に作法などの指導
をしていただけるのでお気軽にご参加いただけます。

・普茶料理
今回萬福寺黄龍閣では開祖隠元禅師が中国より伝えた伝統的な精進料理
である「普茶料理」を本来大皿を用いて提供されるコースの料理を特別
にお一人様のお弁当にしてお召し上がりいただきます。

※ ツアーではマスク着用や除菌など感染症対策を万全に対策し、行程では密にならないよう坐禅や
体験・食事での着席などを配慮し、案内はイヤフォンガイドを活用して実施いたします。

<お申し込み方法>

お電話 Ｅメール ＦＡＸ WEB にて お茶の京都ＤＭＯ宛 お申し込みください。
電話0774-25-3239 FAX0774-25-3238 E-mail:t-travel@kyototeacountry.jp

申込期限：令和２年７月２１日（火）必着

申し込み お問い合わせ先《旅行企画・実施》
お茶の京都ＤＭＯ（一般社団法人京都山城地域振興社）
京都府知事登録旅行業 第2-694号

京都府宇治市宇治乙方7-8 京阪宇治ビル2F

TEL０７７４－２５－３２３９
営業時間 ９：００～１７：００ ※土・日・祝日除く

総合旅行業務取扱管理者 堀尾 幸平

※参加証は発行せずお名
前で確認します。
集合場所に直接お越し

ください。
※個人情報は本件の目的
以外には使用いた
しません。

※参加費は事前にお支払
いしてください。
※集合場所には駐車場は

ありません。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は（一社）京都山城地域振興社（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
①当社は当社所定の旅行申込書（以下「旅行申込書」といいます。）に所定の事項を記入の上、下記のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりし
ている申込金を全額払い戻します。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第 21 項の定めによります
3．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。）、宿泊費、食事料金、観光料金（入場・拝観・ガイド等）及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
3．旅行代金に含まれないもの
第8 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。①超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数を超過する分について）②クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料③旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通
費④1 人部屋を使用される場合の追加代金⑤希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金⑥お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金（入場料金、食事料金、交通費等）⑦ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
4.取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人様につき次の取消料をおしはらいいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

5.最少催行人員
お客様の数が明記の最少催行人員に達しないときは旅行の催行を中止することがあります。この場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目(日帰り旅行は３日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
6.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
①利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を
通知します。②当社は本項①の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項①の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。③第 10 項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足
が発生したことによる変更の場合を除 き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払 なければならない費用はお客様の負担とします。
④当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
7.特別補償
当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
8.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。
9.基準期日
この旅行条件は2020年７月１日現在を基準にしております。

日帰り 取消日 １１日前 １０日~８日前 ７日~２日前 前日 当日
(旅行開始前)

旅行開始後及び無
連絡不参加

取消料率 無料 ２０% ３０% ４０% ５０% １００%

予約サイトへは
こちらから↓


